
 

後
期
⾼
齢
者
医
療
制
度
は
︑
原
則
75

歳
以
上
の
⽅
を
対
象
と
し
た
制
度
で
す

が
︑
65
歳

74
歳
で
⼀
定
の
程
度
の
障

が
い
の
あ
る
⽅
は
︑
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
︑
後
期
⾼
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

※
医
療
費
の
負
担
割
合
や
保
険
料
額
が

必
ず
低
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
世
帯
の
状
況
や
現
在
加
⼊
し
て

い
る
健
康
保
険
に
よ

て
は
︑
今
よ

り
負
担
が
上
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
︑
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

▼
基
準
と
な
る
一
定
程
度
の
障
が
い

・
⾝
体
障
害
者
⼿
帳

 

１
・
２
・
３
級
及
び
４
級
の
⼀
部
※

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
⼿
帳

 

１
・
２
級

・
療
育
⼿
帳 

Ａ
１
・
Ａ
２

・
国
⺠
年
⾦
証
書

 

１
・
２
級
︵
障
害
年
⾦
︶

※
該
当
す
る
障
が
い
の
程
度
に
つ
い
て

は
︑
担
当
窓
⼝
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
︒

●
障
害
認
定
を
取
り
下
げ
る
と
き

65
歳

74
歳
で
⼀
定
の
障
が
い
の
あ

る
⽅
が
︑
認
定
を
受
け
後
期
⾼
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
と
な

た
場
合
︑
保
険

料
や
給
付
な
ど
に
つ
い
て
⼗
分
考
慮
の

上
︑
い
つ
で
も
将
来
に
向
か

て
取
り

下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
２

学
す
る
⽣
徒
︑
学
⽣
及
び
令
和
５
年
度
に

⾼
等
学
校
・
⼤
学
に
⼊
学
予
定
の
⽣
徒

▼
募
集
数

⾼
校
・
⾼
等
専
⾨
学
校 

10
⼈
以
内

⼤
学
・
短
⼤ 

５
⼈
以
内

▼
資
格
者

 

能
⼒
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
経

済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
と
認
め
ら

れ
る
者
で
︑
そ
の
保
護
者
が
肝
付
町
に

居
住
す
る
者

▼
申
込
期
間

１
⽉
10
⽇

２
⽉
28
⽇

▼
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
教
育
委
員
会 

教
育
総
務
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
５

※
願
書
︑
推
薦
書
等
の
必
要
書
類
に
つ

い
て
は
︑
肝
付
町
⽂
化
セ
ン
タ

や

町
内
各
中
学
校
及
び
近
隣
の
⾼
等
学

校
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑

町
ホ

ム
ペ

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ

ド
で
き
ま
す
︒

 

ま
た
︑
町
の
奨
学
⾦
の
他
に
も
⽇
本

学
⽣
⽀
援
機
構
で
は
︑
貸
与
型
と
給
付

型
の
奨
学
⾦
の
申
請
を
受
付
し
て
い
ま

す
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⽇
本
学
⽣
⽀
援
機
構︵
相
談
セ
ン
タ

︶

☎
０
５
７
０︵
６
６
６
︶３
０
１

⽉
曜

⾦
曜

午
前
９
時

午
後
８
時

 

⿅
児
島
障
害
者
職
業
能
⼒
開
発
校
の

⼊
校
⽣
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
訓
練
期
間　

１
年
間
︵
令
和
５
年
４
⽉

︶

▼
募
集
期
間　

１
⽉
４
⽇

２
⽉
15
⽇

▼
訓
練
科
 

情
報
電
⼦
科 

ほ
か

▼
入
校
料
・
授
業
料
 

無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
障
害
者
職
業
能
⼒
開
発
校

☎
０
９
９
６︵
44
︶２
２
０
６

ハ
ロ

ワ

ク
か
の
や

☎
０
９
９
４︵
42
︶４
１
３
５

 

肝
付
町
で
は
奨
学
⽣
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
募
集
対
象
者

現
在
︑
⾼
等
学
校
・
短
⼤
・
⼤
学
に
在

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校　

入
校
生
募
集

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

障
害
認
定
に
つ
い
て

町からの
お知らせ

～知って役立つ～
奨
学
生
募
集

お問い合わせ　肝付町役場　住民課　☎ 0994（65）8411
肝付警察署　　　　　☎ 0994（65）0110

野外焼却はやめましょう！
 野焼きは法律上、原則として禁⽌されています。
 違法に野焼きをした場合は、5 年以下の懲役もしくは
1,000 万円以下の罰⾦に処される可能性もあります。
 軽微な野焼きでも周辺住⺠にとって迷惑となるものであ
れば、役場・警察より指導が⾏われ、消⽕を求められるこ
ともあります。野焼きは周りに迷惑をかけるだけでなく、
⽣活環境や健康状態にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、場合によっては⽕災が発⽣する危険性もあります。
 ごみステーションや清掃センターへの搬⼊など、適正な
ごみ処理をお願いします。

冬季は特に空気が乾燥し、火災の危険が高まります。
ご連絡は下記お問い合わせ先まで。
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